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北本市介護保険条例の一部改正について 

 

 北本市介護保険条例の一部を次のように改正する。 
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北本市長 現王園 孝 昭     

 

 

北本市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

 北本市介護保険条例（平成１２年条例第２１号）の一部を次のように

改正する。 

第３条第１項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０

年度から平成３２年度まで」に改め、同項第１号中「２４，２００円」

を「２７，０００円」に改め、同項第２号中「２９，１００円」を「３

２，４００円」に改め、同項第３号中「３３，９００円」を「３７，８

００円」に改め、同項第４号中「４３，６００円」を「４８，６００円」

に改め、同項第５号中「４８，５００円」を「５４，０００円」に改め、

同項第６号から第１０号までを次のように改める。 

⑹ 次のいずれかに該当する者 ６４，８００円 

ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１

３号に規定する合計所得金額（以下「合計所得金額」という。）

（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１

項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３

４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項又は第３

６条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第３



８条第４項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下

同じ。）が１２０万円未満である者であり、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの 

イ 要保護者（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第

２項に規定する要保護者をいう。以下同じ。）であって、その者

が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用され

たならば保護（同法第２条に規定する保護をいう。以下同じ。）

を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（⑴

に係る部分を除く。）、次号イ、第８号イ、第９号イ又は第１０

号イに該当する者を除く。） 

⑺ 次のいずれかに該当する者 ７０，２００円         

ア 合計所得金額が２００万円未満である者であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態と

なるもの（令第３９条第１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）、

次号イ、第９号イ又は第１０号イに該当する者を除く。） 

⑻ 次のいずれかに該当する者 ８１，０００円 

ア 合計所得金額が３００万円未満である者であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態と

なるもの（令第３９条第１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）、

次号イ又は第１０号イに該当する者を除く。） 

⑼ 次のいずれかに該当する者 ９１，８００円 

ア 合計所得金額が４００万円未満である者であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態と

なるもの（令第３９条第１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）

又は次号イに該当する者を除く。） 



⑽ 次のいずれかに該当する者 ９７，２００円 

ア 合計所得金額が５００万円未満である者であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態と

なるもの（令第３９条第１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）

に該当する者を除く。） 

第３条第１項に次の１号を加える。 

⑾ 前各号のいずれにも該当しない者 １０２，６００円 

第３条第２項から第５項までを削る。 

第３条第６項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０

年度から平成３２年度まで」に、「２１，８００円」を「２４，３００

円」に改め、同項を同条第２項とする。 

 

附 則 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第３条の規定は、平成３０年度分の保険料から適用し、平

成２９年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 

 

 


